
　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

5

6

7

8

9

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

公告した日
4年

（2028.3.31）

56

4

3

2

1
河北町岩木
字地獄谷

1659 3 ｲ-68-2 保安林
0.28

（0.21）
スギ

所　　在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の
額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手
方及び方法

備考
番号

現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-01

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 安達　惣一郎 山形県西村山郡河北町岩木８６８-１２
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

安達　惣一郎

住所又は所在地 権原の種類氏名又は名称

10

9

8

7

6

5

4

3

2

0.28
（0.21）

スギ 561
河北町岩木
字地獄谷

1659 3 ｲ-68-2 保安林

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

2/4



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ 61

3

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1634-2 3 ｲ-372-1 保安林
0.10

（0.09）

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1634-1 3 ｲ-37-2 保安林
0.16

（0.07）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-10

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 岸　利芳 山形県西村山郡河北町岩木２０４

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

岸　利芳

10

9

8

7

6

5

4

3

612
河北町岩木
字地獄谷

1634-2 3 ｲ-372-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1634-1 3 ｲ-37-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.10
（0.09）

スギ

0.16
（0.07）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

4/4



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字坪毛森

1579-2 5 ﾊ-3-1 山林
0.23

（0.11）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-11

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 岸　善一 山形県西村山郡河北町岩木１５３－１

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

岸　善一

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字坪毛森

1579-2 5 ﾊ-3-1 山林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.23
（0.11）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ

46

56

スギ 61

スギ3
河北町岩木
字坪毛森

1566 5 ﾊ-24-2 山林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1684 3 ｲ-59-1 保安林
0.04

（0.01）

4
河北町岩木
字坪毛森

1566 5 ﾊ-24-3 山林
0.14

（0.10）

0.07

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字地獄谷

1734-1 3 ｲ-45-2 保安林
0.07

（0.03）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-12

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 岸　義広 山形県西村山郡河北町岩木６６３-２

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

岸　義広

10

9

8

7

6

5

4
河北町岩木
字坪毛森

1566 5 ﾊ-24-3 山林
0.14

（0.10）
スギ

0.07 スギ3
河北町岩木
字坪毛森

1566 5 ﾊ-24-2 山林

56

46

612
河北町岩木
字地獄谷

1684 3 ｲ-59-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1734-1 3 ｲ-45-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.04
（0.01）

スギ

0.07
（0.03）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（１０）損害の賠償
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①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ 56

3

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1653 3 ｲ-71-2 保安林
0.28

（0.14）

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字地獄谷

1660 3 ｲ-69-2 保安林
0.13

（0.09）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-13

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 後藤　眞悦 山形県西村山郡河北町岩木１９０

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

後藤　眞悦

10

9

8

7

6

5

4

3

562
河北町岩木
字地獄谷

1653 3 ｲ-71-2 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1660 3 ｲ-69-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.28
（0.14）

スギ

0.13
（0.09）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

351
河北町岩木
字地獄谷

1696-1 3 ｲ-52-1 保安林
0.23

（0.16）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-14

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 鈴木　勝信 山形県西村山郡河北町吉田５０

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

鈴木　勝信

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1696-1 3 ｲ-52-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.23
（0.16）

スギ 35

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字地獄谷

1710 3 ｲ-47-2 保安林
0.08

（0.09）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-15

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 髙橋　英司 山形県西村山郡河北町岩木２５９

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

髙橋　英司

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1710 3 ｲ-47-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.08
（0.09）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

1578-1

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ

61

61

61

スギ 61

スギ3
河北町岩木
字中平

1631-1 3 ｲ-381-2 保安林

5 ﾊ-4-1 保安林
0.29

（0.16）
スギ5

河北町岩木
字坪毛森

2
河北町岩木
字地獄谷

1812-7 3 ｲ-380-1 保安林
0.45

（0.23）

4
河北町岩木
字地獄谷

1718 3 ｲ-391-3 保安林
0.03

（0.04）

0.42
（0.21）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1812-1 3 ｲ-377-2 保安林
0.21

（0.05）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-16

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 冨樫　覚 山形県西村山郡河北町岩木４５４

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

冨樫　覚

10

9

8

7

6

0.29
（0.16）

スギ 615
河北町岩木
字坪毛森

1578-1 5 ﾊ-4-1 保安林

4
河北町岩木
字地獄谷

1718 3 ｲ-391-3 保安林
0.03

（0.04）
スギ

0.42
（0.21）

スギ3
河北町岩木
字中平

1631-1 3 ｲ-381-2 保安林

61

61

612
河北町岩木
字地獄谷

1812-7 3 ｲ-380-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1812-1 3 ｲ-377-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.45
（0.23）

スギ

0.21
（0.05）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

381
河北町岩木
字地獄谷

1728-2 3 ｲ-43-1 保安林
0.23

（0.18）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-17

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 冨樫　勝 山形県西村山郡河北町岩木２４９-２

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

冨樫　勝

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1728-2 3 ｲ-43-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.23
（0.18）

スギ 38

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

181
河北町岩木
字地獄谷

1708-1 3 ｲ-18-2 保安林
0.08

（0.04）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-18

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 中野　薫 山形県西村山郡河北町岩木２３０

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

中野　とし子

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1708-1 3 ｲ-18-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.08
（0.04）

スギ 18

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

3/4



（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ

61

56

スギ 61

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1719 3 ｲ-392-1 保安林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1641-2 3 ｲ-357-1 保安林
0.13

（0.05）

4
河北町岩木
字中平

1627-1 5 ｲ-18-2 保安林
0.62

（0.29）

0.36
（0.25）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字地獄谷

1656 3 ｲ-72-1 保安林
0.54

（0.50）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-19

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 中野　正 山形県西村山郡河北町岩木２２８

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

中野　正

10

9

8

7

6

5

4
河北町岩木
字中平

1627-1 5 ｲ-18-2 保安林
0.62

（0.29）
スギ

0.36
（0.25）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1719 3 ｲ-392-1 保安林

56

61

612
河北町岩木
字地獄谷

1641-2 3 ｲ-357-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1656 3 ｲ-72-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.13
（0.05）

スギ

0.54
（0.50）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

61

スギ 61

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1637-1 3 ｲ-373-1 保安林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1635-2 3 ｲ-371-1 保安林 0.07

4

0.19
（0.10）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1635-1 3 ｲ-36-2 保安林
0.28

（0.15）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-02

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 石川　吉晴 山形県西村山郡河北町谷地甲２９４－３

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

石川　吉晴

10

9

8

7

6

5

4

0.19
（0.10）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1637-1 3 ｲ-373-1 保安林 61

612
河北町岩木
字地獄谷

1635-2 3 ｲ-371-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1635-1 3 ｲ-36-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.07 スギ

0.28
（0.15）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字地獄谷

1679-1 3 ｲ-64-2 保安林
0.07

（0.02）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-20

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 縄　徳男 山形県西村山郡河北町谷地中央４-４-９

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

縄　徳男

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1679-1 3 ｲ-64-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.07
（0.02）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1663-1 3 ｲ-27-3 保安林
0.25

（0.10）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-21

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 八矢　英治 山形県西村山郡河北町岩木１１０６

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

八矢　英治

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1663-1 3 ｲ-27-3 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.25
（0.10）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ 51

3

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1640-3 3 ｲ-363-1 保安林
0.15

（0.14）

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1640-1 3 ｲ-30-3 保安林
0.25

（0.21）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-22

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 八矢　芳幸 東京都渋谷区渋谷二丁目６－１１ ７F

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

八矢　芳幸

10

9

8

7

6

5

4

3

512
河北町岩木
字地獄谷

1640-3 3 ｲ-363-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1640-1 3 ｲ-30-3 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.15
（0.14）

スギ

0.25
（0.21）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

66

スギ 66

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1715-1 3 ｲ-40-3 保安林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1715-1 3 ｲ-40-2 保安林
0.01

（0.06）

4

0.15
（0.16）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

381
河北町岩木
字地獄谷

1715-1 3 ｲ-40-1 保安林
0.16

（0.12）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-23

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 原田　良忠 山形県山形市花楯1-7-11

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

原田　良忠

10

9

8

7

6

5

4

0.15
（0.16）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1715-1 3 ｲ-40-3 保安林 66

662
河北町岩木
字地獄谷

1715-1 3 ｲ-40-2 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1715-1 3 ｲ-40-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.01
（0.06）

スギ

0.16
（0.12）

スギ 38

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

56

スギ 39

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1654 3 ｲ-75-2 保安林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1640-2 3 ｲ-28-4 保安林
0.08

（0.07）

4

0.24
（0.38）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1640-2 3 ｲ-28-3 保安林
0.49

（0.40）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-24

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 堀　美和子 山形県西村山郡河北町岩木３２８３-１

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

堀　美和子

10

9

8

7

6

5

4

0.24
（0.38）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1654 3 ｲ-75-2 保安林 56

392
河北町岩木
字地獄谷

1640-2 3 ｲ-28-4 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1640-2 3 ｲ-28-3 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.08
（0.07）

スギ

0.49
（0.40）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ

58

56

スギ 37

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1714-4 3 ｲ-386-1 保安林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1714-2 3 ｲ-385-1 保安林
0.16

（0.08）

4
河北町岩木
字中平

1604 5 ｲ-31-2 保安林
0.15

（0.08）

0.12
（0.10）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

661
河北町岩木
字地獄谷

1714-1 3 ｲ-32-1 保安林
0.29

（0.15）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-25

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 堀　善生 山形県西村山郡河北町大字岩木１６８－２

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

堀　善生

10

9

8

7

6

5

4
河北町岩木
字中平

1604 5 ｲ-31-2 保安林
0.15

（0.08）
スギ

0.12
（0.10）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1714-4 3 ｲ-386-1 保安林

56

58

372
河北町岩木
字地獄谷

1714-2 3 ｲ-385-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1714-1 3 ｲ-32-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.16
（0.08）

スギ

0.29
（0.15）

スギ 66

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。

4/4



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

601
河北町岩木
字地獄谷

1657 3 ｲ-67-2 保安林
0.29

（0.26）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-26

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 山田　かよ子 山形県西村山郡河北町岩木１７７

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

山田　かよ子

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1657 3 ｲ-67-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.29
（0.26）

スギ 60

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ 51

3

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1812-15 3 ｲ-362-1 保安林
0.15

（0.12）

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

511
河北町岩木
字地獄谷

1812-16 3 ｲ-353-2 保安林
0.03

（0.02）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-27

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 山田　清吉 山形県西村山郡河北町岩木１７８

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

山田　清吉

10

9

8

7

6

5

4

3

512
河北町岩木
字地獄谷

1812-15 3 ｲ-362-1 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1812-16 3 ｲ-353-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.15
（0.12）

スギ

0.03
（0.02）

スギ 51

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1638-2 3 ｲ-369-1 保安林
0.11

（0.07）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-28

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 山田　好広 山形県西村山郡河北町岩木１８１

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

山田　好広

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1638-2 3 ｲ-369-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.11
（0.07）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

591
河北町岩木
字地獄谷

1687-2 3 ｲ-51-2 保安林
0.10

（0.05）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-29

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 渡辺　敏嗣 山形県西村山郡河北町岩木８５

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

渡辺　敏嗣

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1687-2 3 ｲ-51-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.10
（0.05）

スギ 59

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

461
河北町岩木
字坪毛森

1563 5 ﾊ-25-1 保安林
0.58

（0.28）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-03

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 大泉　一義 山形県寒河江市八幡町４－２２

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

大泉　一義

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字坪毛森

1563 5 ﾊ-25-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.58
（0.28）

スギ 46

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

33

スギ 33

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1708-5 3 ｲ-46-5 保安林

5

2
河北町岩木
字地獄谷

1708-5 3 ｲ-46-3 保安林
0.42

（0.23）

4

0.35
（0.22）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字地獄谷

1708-5 3 ｲ-46-1 保安林
1.21

（1.09）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-30

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 渡辺　久志 山形県西村山郡河北町吉田９１５

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

渡辺　久志

10

9

8

7

6

5

4

0.35
（0.22）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1708-5 3 ｲ-46-5 保安林 33

332
河北町岩木
字地獄谷

1708-5 3 ｲ-46-3 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1708-5 3 ｲ-46-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.42
（0.23）

スギ

1.21
（1.09）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ 34

3

5

2
河北町岩木
字中平

1624-1 5 ｲ-15-3 保安林
0.30

（0.10）

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字中平

1624-1 5 ｲ-15-2 保安林
0.34

（0.01）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-04

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 大場　総敏 山形県西村山郡河北町吉田９３９-１

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

大場　総敏

10

9

8

7

6

5

4

3

342
河北町岩木
字中平

1624-1 5 ｲ-15-3 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字中平

1624-1 5 ｲ-15-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.30
（0.10）

スギ

0.34
（0.01）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

1599

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

スギ

56

61

61

スギ 61

ｲ-26-1 保安林
0.44

（0.30）
スギ 61

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1652 3 ｲ-70-2 保安林

5 ｲ-25-2 保安林
0.37

（0.02）
スギ5

河北町岩木
字中平

2
河北町岩木
字地獄谷

1736 3 ｲ-13-2 保安林
0.32

（0.20）

4
河北町岩木
字中平

1629 5 ｲ-22-2 保安林
0.29

（0.13）

0.50
（0.47）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1738-1 3 ｲ-6-1 保安林
0.16

（0.07）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

河北町岩木
字中平

1600 5

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-05

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 冨樫　恵美子 山形県西村山郡河北町岩木１９９

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

冨樫　恵美子

10

9

8

7

616
河北町岩木
字中平

1600 5 ｲ-26-1 保安林
0.44

（0.30）
スギ

0.37
（0.02）

スギ 615
河北町岩木
字中平

1599 5 ｲ-25-2 保安林

4
河北町岩木
字中平

1629 5 ｲ-22-2 保安林
0.29

（0.13）
スギ

0.50
（0.47）

スギ3
河北町岩木
字地獄谷

1652 3 ｲ-70-2 保安林

61

56

612
河北町岩木
字地獄谷

1736 3 ｲ-13-2 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1738-1 3 ｲ-6-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.32
（0.20）

スギ

0.16
（0.07）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

381
河北町岩木
字地獄谷

1732 3 ｲ-44-2 保安林
0.23

（0.22）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-06

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 柏倉　由美子 山形県西村山郡河北町岩木１０９３

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

柏倉　由美子

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1732 3 ｲ-44-2 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.23
（0.22）

スギ 38

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

561
河北町岩木
字坪毛森

1569 5 ﾊ-18-1 保安林
0.15

（0.14）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-07

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 岸　健一 山形県西村山郡河北町岩木９７

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

岸　健一

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字坪毛森

1569 5 ﾊ-18-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.15
（0.14）

スギ 56

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

3/4



（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

61

スギ 61

スギ3
河北町岩木
字坪毛森

1580-1 5 ﾊ-1-5 保安林

5

2
河北町岩木
字坪毛森

1580-1 5 ﾊ-1-2 保安林
0.15

（0.30）

4

0.08
（0.02）

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

581
河北町岩木
字地獄谷

1639-1 3 ｲ-31-3 保安林
0.19

（0.15）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-08

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 岸　浩吉 山形県西村山郡河北町岩木１８２

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

岸　浩吉

10

9

8

7

6

5

4

0.08
（0.02）

スギ3
河北町岩木
字坪毛森

1580-1 5 ﾊ-1-5 保安林 61

612
河北町岩木
字坪毛森

1580-1 5 ﾊ-1-2 保安林

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1639-1 3 ｲ-31-3 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.15
（0.30）

スギ

0.19
（0.15）

スギ 58

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

10

＜時期＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。
＜相手方及び方法＞
○乙から甲に対して
金銭の支払は行わな
い。

7

8

○乙は、存続期間中に間伐を
１回実施するものとする。な
お、施業の実施にあたって
は、渓畔林における不必要な
伐採は控える等、生物多様性
に配慮するものとする。
○乙は、火災、病虫害及び気
象害の予防のため、年１回以
上の森林の巡視を行うものと
し、当該巡視は林道からの目
視によって判断できる限りで
行う。

＜甲に支払われるべき金銭の額の算定方法＞
○経営管理権に基づき乙が実施する間伐で、
木材の販売は行わないものとする。
＜留意事項＞
○乙が経営管理を行うために要した経費は乙
が負担するものとする。

3

5

2

4

面積
ha

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

611
河北町岩木
字地獄谷

1812-9 3 ｲ-378-1 保安林
0.42

（0.20）
スギ

公告した日
4年

（2028.3.31）
6

9

経営管理権に基づいて行
われる経営管理の内容

（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支払
うべき時期、相手

方及び方法
備考

番号
現況
樹種

現況
林齢

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

R6-集-09

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 河北町長　森谷　俊雄 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地

経営管理権を設定する森林の森林
所有者（甲） 岸　俊広 山形県西村山郡河北町岩木２３２

所　　在 地番 林班 小班 地目
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上）

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上）

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は森林簿に記載された地番ごとの面積を記載することとし、森林簿に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

経営管理権が設定される人工林の実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す

図面を添付すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

河北町長　森谷　俊雄

岸　俊広

10

9

8

7

6

5

4

3

2

小班 地目
面積
ha

1
河北町岩木
字地獄谷

1812-9 3 ｲ-378-1 保安林

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

0.42
（0.20）

スギ 61

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班
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２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採を実施する。

（２）受託者の義務

　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　この経営管理権集積計画で対象とする森林は、人工林のみとする。当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権（当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育（木材の販売に

よる収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。）を実施

するための権利）が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）

に対しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、この経営管理権集積計画のうち

    当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること

　ができる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ第三者から当該立木について除去等を行いたい旨の

　申出がある場合には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が甲に対して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通

知するものとする。

（９）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、

乙は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき
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（１０）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（１１）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における精算の方法

　経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（１２）甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理

権集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（１３）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。
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